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平成 24 年 5 月 2 日 
平成 24 年 5 月 3 日(内容追加⑧部分) 

平成 25 年 4 月 19 日（①赤字部分修正） 
 

事業者システム 平成２４年４月改正 

における入力上の注意点 

 
 

① 地域区分および単位数単価の入力について 
 24 年 4 月改正により単位数単価が変更されたため、「９３事業者情報管理」の「地域区分」

および提供サービス編集画面の「単位数単価」の値を登録する際に、それぞれ年度ごとに

入力する値を変更する必要があります。両者の値は 23 年度のものからも変更がされている

ので２４年４月提供分の登録から当該値に注意し明細書を作成してください。（Ｈ２４．４

データ移行の処理をしていても当該値の設定はし直す必要があります。） 
 下記の「名古屋市に事業所が所在する場合の単位数単価」を参考に該当する年度および

サービス種類別に入力項目を設定してください。提供する年度が替わる（例 平成 25 年 3
月提供→平成 25 年 4 月提供分）と当該値を変更する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

単位数単価を提供年月に応じて変

更してください 

地域区分を提供年月に応じて

変更してください（地域区分

を変更しても単位数単価は自

動で変更されないのでご注意

ください。 
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【名古屋市に事業所が所在する場合の単位数単価】 
所在地が名古屋市内で居宅介護を提供している場合、単位数単価は 10.63 円ですので、

「1063」と入力します（上図参照）。 
  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

地域区分 
特甲地→3 級

地 
特甲地→3 級

地 
特甲地→3 級

地 
三級地 三級地 三級地 四級地 

居宅介護 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

重度訪問介護 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

同行援護 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

行動援護 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

療養介護 10.00 円 10.00 円 10.00 円 10.00 円 

生活介護 10.64 円 10.67 円 10.70 円 10.73 円 

短期入所 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

重度障害者等包括支

援 
10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

共同生活介護 10.85 円 10.89 円 10.93 円 10.97 円 

施設入所支援 10.69 円 10.73 円 10.76 円 10.79 円 

自立訓練（機能訓練） 10.62 円 10.65 円 10.68 円 10.71 円 

自立訓練（生活訓練） 10.62 円 10.65 円 10.68 円 10.71 円 

就労移行支援 10.62 円 10.65 円 10.68 円 10.71 円 

就労継続支援Ａ型 10.60 円 10.63 円 10.66 円 10.68 円 

就労継続支援Ｂ型 10.60 円 10.63 円 10.66 円 10.68 円 

共同生活援助 10.84 円 10.88 円 10.92 円 10.96 円 

計画相談支援 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

地域相談支援 10.63 円 10.66 円 10.69 円 10.72 円 

※名古屋市以外に事業所が存在する場合については国資料を確認し、適切な値を設定して

ください。 
経過的生活介護・施設入所支援の単位数単価 
  三級地 
知的障害の場合 併設する施設が主たる施設の場合 10.67 円 

当該施設が主たる施設の場合又は単独施

設の場合 
10.74 円 

自閉症の場合 10.73 円 
盲ろうあ児の場 盲 併設する施設が主たる施設の場合 10.66 円 
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合 当該施設が主たる施設の場合又は単独施

設の場合 
10.74 円 

ろうあ 当該施設が主たる施設の場合 10.72 円 
当該施設が単独施設の場合 10.74 円 
併設する施設が主たる施設の場合 10.77 円 

肢体不自由の場合 10.73 円 
 
② 福祉・介護職員処遇改善加算および福祉・介護職員処遇改善特別加算 
「９３事業者情報管理」画面にて、サービス種類別に設定を行います。 

 
ア 処遇改善加算または処遇改善特別加算を算定する場合 

サービス種類 施設形態 
入力内容 

処遇改善加算または

処遇改善特別加算 
処遇改善助成金対象 

生活介護 
機能訓練 
生活訓練 
就労移行支援 
就労移行支援（養成） 
就労継続支援Ａ型 
就労継続支援Ｂ型 

指定障害者支援施

設 
有 施設入所支援 

上記以外 有 （空欄）を選択 

短期入所 単独型 有 （空欄）を選択 
空床型または併設

型 
有 該当する本体施設を選択 

 生活介護 
 共同生活介護 
 施設入所支援 
 共同生活介護 
 自立生活訓練 

その他のサービス  有  
 

算定する加算有無の設定する 

事業者およびサービス別に「主たる

サービス種類」「処遇改善キャリア

パス区分」を設定する。 
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※「処遇改善キャリアパス区分」欄は該当するものを選択 
区分 内容 
Ⅰ 減算なし 
Ⅱ(キャリアパス要件) 

10%減算 
Ⅱ(定量的要件) 
Ⅲ(キャリアパス、定量的要件) 20%減算 
 

イ 加算を算定しない場合 

サービス種類 施設形態 
入力内容 

処遇改善加算または

処遇改善特別加算 
処遇改善助成金対象 

すべてのサービス 無 （空欄）を選択 
 
【０４ 請求明細管理画面】 
 処遇改善加算は０３提供実績管理画面では登録されず、「０４ 請求明細管理画面」で当

該月の検索をした際に、所定単位数にサービス種別ごとの加算率をかけて算出した単価で

自動算定されます。 
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③ 「０３提供実績管理」画面の入力について 
 「０３提供実績管理」画面で新たに追加された入力部分にかかる加算の入力方法につい

て説明します(該当するサービスは報酬告示等でご確認ください)。 
 ア 送迎加算 
  送往、送復を区別し、算定する場合は「１」と入力します。 
 イ 体験利用 
  自事業所（施設入所支援事業所）の入所者（施設入所支援利用者）が地域移行に向け

た体験的な利用支援の利用日に当該事業所にて昼間の時間帯に介護、連絡調整等の援助

を行った場合に本体報酬に代えて算定するもの。算定する場合はチェックをする。 

 
 
ウ 移行準備支援体制加算Ⅰ・Ⅱ（就労移行支援） 
  移行準備支援体制加算Ⅰを算定する場合は「１」を、Ⅱを算定する場合は「２」を

入力します。 

 
 
 
④ 新体系定着支援による助成金の請求方法 
 新体系定着支援にかかる助成金請求方法については、従前の事業運営安定化事業の請求

方法と同様に、算定シートにより算出された単位数を「０３提供実績管理」画面にて直接

入力する。 
【０３提供実績管理画面】 

 

 
 
 

③新体系定着の算定コードを選択 

②日付は 
「００」と

入力 

①通常通り入力し、「請求算定」で

本体報酬等のコードを算出 

④「単位数」および「数量」にシートで算出さ

れた単位数と本体報酬の回数を入力し「請求算

定」を推さずに「登録」する 

ア イ 

ウ 
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⑤ 医療連携体制加算Ⅲの入力方法 
 医療連携体制加算Ⅲは別に１日当たりの単位数を計算した後に「０３提供実績管理」画

面にて直接入力する。 
【０３提供実績管理画面】 

 
 
 
 
 
⑥ 入院・外泊時加算（施設入所支援） 
 入院・外泊時加算Ⅰ（８日を限度）を算定する場合は「１」を、引き続き加算Ⅱ（８日

を超えた日から８２日を限度）を算定する場合は「２」を「入外加算」欄に入力する。 
 なお、当該加算は報酬改定により入院日数を通算して数えるため、８日を超えて月をま

たいで入院外泊が継続する場合の２月目の算定は加算Ⅱの算定しかできないことに注意し

てください。 
【実績記録管理画面】 
 入院・外泊が開始する月の場合 

 
 ８日を超えて引き続き翌月にも入院外泊が続く場合 

 
 
 

①通常通り入力し、「請求算定」で

本体報酬等のコードを算出 
②日付は 
「００」と

入力 

③新体系定着の算定コードを選択 

④「単位数」および「数量」にシー

トで算出された単位数と本体報酬

の回数を入力し、「請求算定」を推

さずに「登録」する 

入院・外泊日数が８日を超えたとこ

ろで「１」→「２」に切り替える 

当初より「２」の入力を行う。 
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⑦ 医療型短期入所の入力について 
 医療型短期入所については、「９３事業者情報管理」画面で下記の要件別に施設区分を設

定する。 

  
医療型短期入所サービス費 

医療型短期入所サービス費(Ⅰ) 指定短期入所の施設基準イ 

医療型短期入所サービス費(Ⅱ) 指定短期入所の施設基準ロ 

医療型短期入所サービス費(Ⅲ)  指定短期入所の施設基準ロ 

 

医療型特定短期入所サービス費 

医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ) 指定短期入所の施設基準イ 

医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ) 指定短期入所の施設基準ハ 

医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ) 指定短期入所の施設基準ハ 

医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ) 指定短期入所の施設基準イ 

医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ) 指定短期入所の施設基準ロ 

医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ) 指定短期入所の施設基準ロ 

 

※指定短期入所の施設基準について 

基準イ 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する指定短期入所事業所である

こと 

(1) 医療法第一条の五第一項に規定する病院であること 

(2) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟

の入院患者の数が 7またはその端数を増すごとに 1以上であること。 

(3)当該病棟において、看護職員の最小必要数の 100 分の 70 以上が看護師で

あること 

基準ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する指定短期入所事業所であること 

(1) 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診

療所であって、19 人以下の患者を入院させるための施設を有するもの 

(2) 介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設 

基準ハ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する指定短期入所事業所であること 

(1) 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診

療所 
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(2) 介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設 

 

⑧ 多機能型事業所における加算の算定について(従前のシステムと変更なし) 
 多機能型事業所においては、本体報酬の算定は「算定用定員区分」により、加

算（※）の算定は「多機能型等定員区分」により行われます。 
 
※対象となる加算 
サービス種類 加算名称 
生活介護 人員配置体制加算 
施設入所支援 夜勤職員配置体制加算 
就労継続支援Ａ型 重度者支援体制加算 

就労継続支援Ｂ型 
重度者支援体制加算 
目標工賃指導員配置加算 

 

 

 

 

 


